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○加東市の会議の公開に関する指針 

平成２３年２月９日 

訓令第２号 

改正 平成２８年９月１６日訓令第２６号 

（目的） 

第１条 この訓令は、審議会等の会議（以下「会議」という。）を公開し、市の意思形成に関

する審議の過程を公表することにより審議会等の透明性の向上を図り、もって公正で開かれ

た市政を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この訓令において「審議会等」とは、市長その他の執行機関（以下「執行機関」とい

う。）が、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき調

停、審査、諮問又は調査を行うために設置する附属機関及びこれに準ずる機関で市民、学識

経験者等の意見を聴取し、市行政に反映させることを主な目的として、規則、要綱等により

設置するものをいう。 

（会議の公開の基準） 

第３条 会議は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公開に努めるものとする。 

(1) 法令等の規定により、会議が非公開とされている場合 

(2) 加東市情報公開条例（平成１８年加東市条例第１６号）第７条各号に規定する不開示情

報を含む事項について審議する場合 

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められ

る場合 

（会議の公開） 

第４条 会議の公開及び非公開は、審議会等の長が決定するものとする。ただし、当該審議会

等の長が決まっていないときは、執行機関が決定するものとする。 

２ 審議会等が、会議の非公開の決定をしたときは、その理由を明らかにしておかなければな

らない。 

（公開の方法等） 

第５条 会議の公開は、傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行うものとす

る。この場合において、審議会等の長は、当該会議の傍聴人の定員を定め、当該会議の会場

に傍聴席を設けるものとする。 

２ 審議会等の長は、会場の秩序維持に努めるものとし、必要と認めるときは、傍聴人に退場

を命ずることができる。 

参考資料２ 
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（会議開催の周知） 

第６条 審議会等の長は、会議を公開するときは当該会議を開催する日前７日までに、次に掲

げる事項を公表しなければならない。ただし、会議の開催が急を要しその暇がないときはこ

の限りでない。 

(1) 会議の名称 

(2) 開催日時 

(3) 開催場所 

(4) 議題 

(5) 傍聴の定員 

(6) 傍聴手続に係る特記事項 

(7) 問合せ先 

２ 前項の規定による会議の開催の公表は、会議開催のお知らせ（様式第１号）を用いて加東

市ホームページに掲載することにより行うものとする。 

３ 前項の公表のほか、加東市ケーブルテレビの文字放送で第１項各号（第４号及び第６号を

除く。）に掲げる事項を公表するものとする。 

（会議録の作成） 

第７条 審議会等は、加東市会議録作成規程（平成２３年加東市訓令第３号）に基づき、会議

録を作成し、会議資料とともに保存するものとする。 

（会議録及び会議資料の公開） 

第８条 審議会等は、会議を公開したときは、速やかに審議会等の会議の開催結果（様式第２

号）、会議資料及び会議録の写し（以下「会議録等」という。）を当該審議会等の庶務を処

理する部署において閲覧に供するとともに、加東市ホームページに掲載するものとする。 

２ 前項の閲覧及び加東市ホームページへの掲載は、当該閲覧開始及び掲載の日の属する年度

の翌年度の末日までとする。 

３ 前項の規定に関わらず、継続して審議する事案に関する一連の会議の会議録等の閲覧及び

加東市ホームページへの掲載は、当該事案に関する一連の審議に係る最後の会議の会議録等

を閲覧に供し、及び加東市ホームページに掲載した日の属する年度の翌年度の末日までとす

る。 

（平２８訓令２６・一部改正） 

（運用状況の公表） 

第９条 市長は、毎年度、会議の公開の状況を公表するものとする。 

（その他） 
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第１０条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行し、平成２３年４月１日以降に開催される会議から適用する。 

附 則（平成２８年９月１６日訓令第２６号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の加東市の会議の公開に関する指針の規定は、この訓令の施行の際現に審議中であ

る事案に係る会議及びこの訓令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に公開する会議

について適用し、施行日前に改正前の第８条に規定する日を経過した会議については、なお

従前の例による。 


